
Ａ

Ｂ１ Ｂ２

交付対象経
費

国のR4予算
分（交付限
度額①、
②、③）

国のR4予算
分（交付限
度額④）

Ｂ３'
国のR4予算
分（交付限
度額⑤）

Ｂ３''
国のR4予算
分（交付限
度額⑥）

Ｂ４’
国のR4予算
分（交付限
度額⑦、
⑧）

Ｂ４’’
国のR4予算
分（交付限
度額⑨、
⑩）

国庫補助
額

その他
（一般財
源や補助
対象外経
費等）

合計 145,840 145,840 2,088 0 0 101,599 38,910 3,243 0 0

低
所
得
者
世
帯
給
付
金
に
係
る
部
分

本
体
分

1 R4 単 ○ ○

電力・ガ
ス・食料品
等価格高騰
重点支援給
付金事業
【低所得者
世帯給付
金】

－ ○ ○

④-Ⅳ．コロナ禍にお
いて物価高騰等に直
面する生活困窮者等

への支援

○

①エネルギー・食料
品価格等の物価高

騰に伴う低所得世帯
支援

39,030 39,030 120 38,910

①コロナ禍における原油価格や物価高騰等の影響を受ける低所得世帯に対し、経済的不安の軽減を図るため給付金を支給する事業
②低所得の世帯への給付金
③必要額：39,030千円
内訳：
◎給付金
　38,910千円・・・Ａ（非課税世帯分）
　　   120千円・・・Ｂ（家計急変分)

・令和5年6月1日時点で森町に住所があり、世帯全員が令和5年度住民税均等割が非課税の世帯
(ただし、非課税であっても、世帯の方全員が課税されている世帯の扶養親族等である場合を除く）
1,297世帯×30,000円 = 38,910,000円・・・・Ａ
・令和5年6月1日時点で森町に住所があり、家計が急変した世帯
(令和5年1月から11月までに予期せず家計が急変し、世帯全員の収入が住民税非課税世帯相当となった世帯)
4世帯×30,000円 = 120,000円・・・・Ｂ
④町民
令和5年6月1日時点で森町に住所があり、世帯全員が令和5年度住民税均等割が非課税の世帯及び令和５年に家計が急変した世帯

－ － ○ － R5.6 R6.1 ・対象世帯への給付率95％以上 町ホームページにて周知 R5補正（地）

低
所
得
者
世
帯
給
付
金
に
係
る
部
分

事
務
費

2 R4 単 ○ ○

電力・ガ
ス・食料品
等価格高騰
重点支援給
付金事業
（事務費）

－ ○ ○

④-Ⅳ．コロナ禍にお
いて物価高騰等に直
面する生活困窮者等

への支援

○

①エネルギー・食料
品価格等の物価高

騰に伴う低所得世帯
支援

5,720 5,720 2,477 3,243 0

①コロナ禍における原油価格や物価高騰等の影響を受ける低所得世帯に対し、経済的不安の軽減を図るため給付金を支給する事業に
必要な事務経費
②低所得の世帯への給付に伴う事務費
③必要額：5,720千円
内訳：
◎事務費　5,720千円・・・Ａ
・職員時間外手当        122,269円
・消耗品、印刷製本費  292,559円
・郵送料、電話利用料  471,779円
・振込手数料　             143,110円
・システム改修委託料　3,960,000円
・事務補助業務委託料  729,630円
④町民
令和5年6月1日時点で森町に住所があり、世帯全員が令和5年度住民税均等割が非課税の世帯及び令和５年に家計が急変した世帯

－ － － － R5.6 R6.1 ・対象世帯への給付率95％以上 町ホームページにて周知 R5補正（地）
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分
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費

6

7 R4 単 ○ －
町内会公民
館等活動支
援金事業

－ ○ ○
④-Ⅱ．エネルギー・
原材料・食料等安定

供給対策
○

⑤医療・介護・保育
施設、学校施設、公
衆浴場等に対する
物価高騰対策支援

2,070 2,070 0 2,070 0

①電気料金高騰の影響を受ける町内会の負担を軽減し、コロナ禍の影響により低下していた町内会活動の活性化を図る事業。
②町内会への補助金
③必要額：2,070千円
内訳：
上限30,000円×69町内会=2,070,000円
・町内会が支出する電気料金において令和５年度と令和３年度の任意の連続した３ヵ月の平均月額を算出
・月額料金の差額×12ヵ月分を補助金額とする。(上限30,000円)
④町内会

－ － － － R5.4 R6.3 申請町内会に対する100%補助 町ホームページにて周知 R5補正（地）

8 R4 単 ○ －

社会福祉施
設電力・ガ
ス・食料品等
価格高騰対
策支援金事
業

－ ○ ○

④-Ⅳ．コロナ禍にお
いて物価高騰等に直
面する生活困窮者等

への支援

○

⑤医療・介護・保育
施設、学校施設、公
衆浴場等に対する
物価高騰対策支援

3,422 3,422 0 3,422 0

①コロナ禍におけるエネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けている社会福祉施設に対し、運営の安定化を図るため電力・ガ
ス等の価格高騰分を支援する事業
②社会福祉施設等への支援(補助金）
③必要額：3,422千円（A+B）
内訳：
・介護施設　3,252,000円・・・A
　入所系　8,000円×定員237人=1,896,000円
　通所系　4,000円×定員294人=1,176,000円
　訪問系　30,000円×６施設=180,000円
・障害施設　170,000円・・・B
　通所系　4,000円×定員35人=140,000円
　訪問系　30,000円×１施設=30,000円
④町内社会福祉施設
・入所系施設　支援額：8,000円/人
・通所系施設　支援額：4,000円/人
・訪問系施設　支援額：30,000円/施設

－ － － － R5.4 R6.3 対象施設に対する100%補助 町ホームページにて周知 R5補正（地）

9 R4 単 ○ －
子育て世帯
応援給付金
事業

－ ○ ○

④-Ⅳ．コロナ禍にお
いて物価高騰等に直
面する生活困窮者等

への支援

○

②エネルギー・食料
品価格等の物価高
騰に伴う子育て世帯

支援

25,800 25,800 0 25,800 0

①コロナ禍におけるエネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けている子育て世帯に対し、保護者の負担軽減を図るため給付
金を支給する事業
②子育て世帯への給付金及び給付に伴う事務経費
③必要額：25,800千円(A+B)
内訳：
◎事務費　3,800千円・・・Ａ
・職員時間外手当 2,000円×75時間 = 150,000円
・消耗品　150,000円
・郵送料　244,000円
・振込手数料　176,000円
・システム改修委託料　3,080,000円
◎給付金　22,000千円・・・Ｂ
2,200人（18歳未満）×10,000円 = 22,000,000円
④町民
・令和5年6月1日時点で森町に住所がある18歳未満の子を養育する子育て世帯
・国の施策である「子育て世帯生活支援特別給付金(5万円)」の受給者を除く

－ － ○ － R5.6 R6.3
対象となる世帯への給付率85%以
上

町ホームページにて周知 R5補正（地）

10 R4 単 ○ －

教育・保育施
設給食提供
に係る物価
等高騰対策
支援金事業

－ ○ ○

④-Ⅳ．コロナ禍にお
いて物価高騰等に直
面する生活困窮者等

への支援

○

⑤医療・介護・保育
施設、学校施設、公
衆浴場等に対する
物価高騰対策支援

1,830 1,830 0 1,830 0

①コロナ禍におけるエネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受け、コスト増加が見込まれる教育保育施設の給食提供について、
保護者、保育事業者の負担軽減を図るための支援金を交付する事業
②町内在住の児童が利用する保育園、幼稚園、認定こども園等に対する支援金(補助金)
③必要額：1,830千円
内訳：
※物価上昇分を10％と見込む
※原則として給食費（保護者分）の値上げを行わない施設を対象とする
◎1号（教育)認定児童(町外施設のみ）
（副食費相当額 4,700円/月＋主食費相当額 700円/月）　×上昇分 10%
× 年間延利用人数 30人 = 16,200円 ≒ 20,000円
◎2号（保育)認定児童
（副食費相当額 4,700円/月＋主食費相当額 800円/月）　×上昇分 10%
× 年間延利用人数1,870人 = 1,028,500円 ≒ 1,030,000円
◎3号(保育)認定児童
副食費相当額 4,700円/月　×上昇分 10%× 年間延利用人数 1,650人 = 775,500円 ≒ 780,000円
④町内外の保育園、小規模保育所、地域型保育所、幼稚園、認定こども園(児童を対象とし、教職員分は含まない)

－ － － － R5.4 R6.3
年間延べ利用見込者数の95%以上
　3,550人×95％=3,372人　の補助

町ホームページにて周知 R5補正（地）

11 R4 単 ○ －

保育所電力・
ガス等価格
高騰対策支
援金事業

○ － ○

④-Ⅳ．コロナ禍にお
いて物価高騰等に直
面する生活困窮者等

への支援

○ － 2,088 2,088 2,088 0 0

①コロナ禍におけるエネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けている保育所に対し、運営の安定化を図るため電力・ガス等の
価格高騰分を支援する事業
②町内保育所への支援(補助金）
③必要額：2,088千円
・ときわ保育園　6,000円×定員120人=720,000円
・摩耶保育園 　 6,000円×定員120人=720,000円
・プティ保育園　 6,000円× 定員70人=420,000円
・もりの保育所　6,000円× 定員19人=114,000円
・ゆうな保育園　6,000円× 定員19人=114,000円
④町内保育所
・支援額　6,000円/人

－ － － － R5.4 R6.3 対象保育所への100％補助 町ホームページにて周知 R5補正（地）

★令和５年度　新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金実施計画
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算
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度

補
助
・
単
独

コロナ禍
において
原油価
格・物価
高騰等に
直面する
生活者や
事業者に
対する支

援

交付対象事
業の名称

事業の概要(①②③④を必ずそれぞれの項目毎に明記)
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容
③積算根拠（対象数、単価等）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

Ｂ Ｃ Ｄ

Ｂ３
検査促進枠
の地方負担
分に充当

特定事業者等
支援

個人を対象と
した給付金等

基金
事業
始期

事業
終期

成果目標（可能な限り定量的指
標を設定）

地域住民への周知方法（HP,広報
紙など）

参考資料

備考①
（地方単独事業に関
連している国庫補助
事業がある場合、そ
の国庫補助事業名と

所管省庁名）

予算区分

Ｂ４
低所得世
帯支援枠
を活用す
る事業

通
常
交
付
金

重
点
交
付
金

経済対策との関係

⑨を選択した
場合、より効
果があると考
える理由

総事業費

所
管

交付金の区分

コロナ感染
症への対応
として必要
な事業

対象外経
費に臨時
交付金を
充当して
いない

種類



12 R4 単 ○ －

公立森町病
院企業会計
繰出・補助
(電力・ガス
等価格高騰
対策支援金）

－ ○ ○

④-Ⅳ．コロナ禍にお
いて物価高騰等に直
面する生活困窮者等

への支援

○

⑤医療・介護・保育
施設、学校施設、公
衆浴場等に対する
物価高騰対策支援

30,000 30,000 0 30,000 0

①コロナ禍におけるエネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けている公立森町病院企業会計への繰出
②公立森町病院事業会計電力・ガス等価格高騰対策支援金として繰出
③必要額：30,000千円
内訳：
(令和５年度単価見込み－令和３年度単価）×令和５年度使用量【4月～2月分】の算式により電気代高騰分を支援する。
影響額　Ａ＋Ｂ=30,146,356円≒30,000,000円
・公立森町病院電気料
　令和5年度見込額-令和３年度実績額 = 28,667,481円 ・・・Ａ
・家庭医療センター電気料
　令和5年度見込額-令和３年度実績額 = 1,478,875円 ・・・B
④公立森町病院

－ － － － R5.4 R6.3
公立森町病院へ電気代高騰分を
100%繰出（上限30,000千円)

町ホームページにて周知 R5補正（地）

13 R4 単 ○ －

認定農業者
肥料高騰対
策支援金事
業

－ ○ ○

④-Ⅳ．コロナ禍にお
いて物価高騰等に直
面する生活困窮者等

への支援

○
⑥農林水産業にお
ける物価高騰対策

支援
7,000 7,000 0 7,000 0

①コロナ禍におけるエネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けている農家等に対し経費増加分を支援する事業
②町内の認定農業者への補助金
③必要額：7,000千円
内訳：
・町内認定農業者 70名×100,000円 = 7,000,000円
令和5年6月から令和5年12月の化学肥料又は飼料の購入費用に対して、上限を100千円として、化学肥料又は飼料の購入費の10%を支
援する。
④町内認定農業者

－ － － － R5.6 R6.2 認定農業者　1名増 町ホームページにて周知 R5補正（地）

14 R4 単 ○ －

太田川上流
部土地改良
区電力価格
高騰対策支
援金事業

－ ○ ○

④-Ⅳ．コロナ禍にお
いて物価高騰等に直
面する生活困窮者等

への支援

○
⑥農林水産業にお
ける物価高騰対策

支援
1,360 1,360 0 1,360 0

①コロナ禍におけるエネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けている太田川上流部土地改良区に対し、農業水利施設などの
施設運営の継続を図るため電気代の価格高騰分を支援する事業
②土地改良区への支援(補助金)
③必要額：1,360千円
内訳：
(令和５年度単価見込み－令和３年度単価）×令和５年度使用量【4月～2月分】の算式により電気代高騰分を支援する。
　令和5年度見込額-令和３年度実績額 = 1,350,560円 ≒ 1,360,000円
④太田川上流部土地改良区

－ － － － R5.4 R6.3
太田川上流部土地改良区へ電気
代の価格高騰分を100%補助(上限
1,360千円)

町ホームページにて周知 R5補正（地）

15 R4 単 ○ －

天方宿泊施
設等電力価
格高騰対策
支援金事業

－ ○ ○

④-Ⅳ．コロナ禍にお
いて物価高騰等に直
面する生活困窮者等

への支援

○
⑧地域公共交通や
地域観光業等に対

する支援
510 510 0 510 0

①コロナ禍におけるエネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けている観光施設（天方宿泊施設並びに吉川キャンプ場）の運営
継続を図るため指定管理者へ電気代の価格高騰分を支援する事業
②指定管理者への支援(補助金)
③必要額：510千円
(令和５年度単価見込み－令和３年度単価）×令和５年度使用量【4月～2月分】の算式により電気代高騰分を支援する。
　令和5年度見込額-令和３年度実績額 = 502,500円 ≒ 510,000円
④指定管理者

－ － － － R5.4 R6.3
指定管理者へ電気代の価格高騰
分を100%補助（上限510千円)

町ホームページにて周知 R5補正（地）

16 R4 単 ○ －

中小企業等
燃料費光熱
水費高騰対
策支援金事
業

－ ○ ○

④-Ⅳ．コロナ禍にお
いて物価高騰等に直
面する生活困窮者等

への支援

○
⑦中小企業等に対

するエネルギー価格
高騰対策支援

10,000 10,000 0 10,000 0

①コロナ禍におけるエネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けている事業者の負担を軽減するため、燃料費や光熱水費等の
固定費の一部を支援する事業
②町内の中小企業等（個人事業主含む）に対する補助金
③必要額：10,000千円
内訳：
◎補助金・・・10,000千円
　以下の条件を満たす事業者に上限100千円として、燃料費、光熱水費の対令和３年同期差額の1/2を補助する。
100,000円×100事業所
・令和３年４月１日以降、個人事業主にあっては町内に住所を有し、法人にあっては町内に事業所を有すること。
・令和３年４月１日以前に開業していること。ただし、営業実態があり、以後においても事業を継続する意思があること。
・令和５年４月から令和５年９月の間の任意の連続する４か月に請求のあった燃料費及び光熱水費の合計額が、令和３年同月の合計額
より10万円以上増加していること。
・令和４年の税務申告を行っていること。
・町税等に滞納がないこと。
・補助対象経費について、他の公的制度で助成、補助等を受けていないこと。
④中小企業、個人事業主含む小規模事業者

－ － － － R5.4 R6.1
町内小規模事業者約600事業者の
うち、15％程度を支援

町ホームページにて周知 R5補正（地）

17 R4 単 ○ －

森町体験の
里電力・ガス
等価格高騰
対策支援金
事業

－ ○ ○

④-Ⅳ．コロナ禍にお
いて物価高騰等に直
面する生活困窮者等

への支援

○
⑧地域公共交通や
地域観光業等に対

する支援
1,680 1,680 0 1,680 0

①コロナ禍におけるエネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けている観光施設（森町体験の里アクティ森）の運営継続を図る
ため指定管理者へ電気代の価格高騰分を支援する事業
②指定管理者への支援(補助金)
③必要額：1,680千円
(令和５年度単価見込み－令和３年度単価）×令和５年度使用量【4月～2月分】の算式により電気代高騰分を支援する。
　令和5年度見込額-令和３年度実績額 = 1,696,656円 ≒ 1,680,000円
④指定管理者

－ － － － R5.4 R6.3
指定管理者へ電気代の価格高騰
分を100%補助（上限1,680千円)

町ホームページにて周知 R5補正（地）

18 R4 単 ○ －

森町小中学
校電力・ガス
等価格高騰
対策支援金
事業

－ ○ ○

④-Ⅳ．コロナ禍にお
いて物価高騰等に直
面する生活困窮者等

への支援

○

⑤医療・介護・保育
施設、学校施設、公
衆浴場等に対する
物価高騰対策支援

15,330 15,330 0 15,330

①コロナ禍におけるエネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けている学校施設において、過度な節電対策により児童生徒に
過大な負担が生じないよう、電気代の高騰分に交付金を充当し学校施設の安定した運営を図る。
②町内小中学校の電気代（高騰分）
③必要額：15,330千円
(令和５年度単価見込み－令和３年度単価）×令和５年度使用量【4月～2月分】の算式により電気代高騰分を支援する。
〇飯田小学校　　令和5年度見込額-令和３年度実績額 = 2,386,987円 ≒ 2,380,000円
〇宮園小学校　　令和5年度見込額-令和３年度実績額 = 4,291,212円 ≒ 4,290,000円
〇森小学校　　　令和5年度見込額-令和３年度実績額 = 3,151,026円 ≒ 3,150,000円
〇旭が丘中学校　令和5年度見込額-令和３年度実績額 = 3,060,842円 ≒ 3,060,000円
〇森中学校　　　令和5年度見込額-令和３年度実績額 = 2,457,521円 ≒ 2,450,000円
④町内小中学校

－ － － － R5.4 R6.3
電気代の価格高騰分に対対し、
100%充当し安定した学校運営を図
る。

町ホームページにて周知 R4当初（地）


